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議
案
質
疑議論の中から新発見

　
「
愛
西
の
里
」
は
指
定
管

理
者
制
度
に
基
づ
き
運
営
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
30

年
4
月
1
日
か
ら
社
会
福
祉

協
議
会
へ
移
管
さ
れ
ま
す
。

◆
障
害
者
就
労
支
援
施
設「
愛
西
の
里
」民
間
移
管
へ

◆
佐
屋
北
保
育
園
の
廃
園
が
決
ま
る

Q	

廃
園
方
針
及
び
実
施
プ

ラ
ン
は
ど
の
よ
う
な
手
続
き

で
策
定
さ
れ
た
か
。

A	

保
育
所
等
基
本
方
針
検

討
委
員
会
を
設
置
し
、
市
民

か
ら
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

を
実
施
す
る
な
ど
４
回
の
会

議
を
開
催
し
て
内
容
を
審
議

し
策
定
さ
れ
た
。

Q	
そ
の
後
、
プ
ラ
ン
の
内

容
が
変
更
さ
れ
た
が
理
由
と

変
更
内
容
は
。

A	

保
護
者
及
び
地
元
の
説

明
会
で
意
見
・
要
望
が
あ
っ

Q	

民
間
移
管
さ
れ
る
理
由

は
。

A	

障
害
者
就
労
支
援
施
設

「
愛
西
の
里
」
は
23
年
度
か

ら
7
年
間
、
社
会
福
祉
協
議

会
が
指
定
管
理
者
だ
っ
た

が
、
一
定
の
期
間
で
交
代
す

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
指
定

管
理
者
制
度
は
、
障
が
い
者

の
通
所
施
設
の
場
合
、
馴
染

ま
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
考
え
か
ら
、
今
ま
で
良
好

な
運
営
実
績
が
あ
る
社
会
福

祉
協
議
会
へ
移
管
す
る
。

Q	

土
地
建
物
等
、
今
後
の

扱
い
は
ど
う
な
る
の
か
。

A	

市
所
有
の
ま
ま
で
使
用

貸
借
契
約
を
結
ぶ
。

Q	

今
後
、
建
物
等
が
老
朽

化
し
た
場
合
、
修
繕
や
建
て

替
え
は
ど
う
な
る
の
か
。

Ａ	

基
本
的
に
は
移
管
先
の

社
会
福
祉
協
議
会
が
行
う
。

Q	

事
業
が
移
管
さ
れ
た
場

合
、
利
用
者
に
と
っ
て
何
が

ど
う
変
わ
る
の
か
。
ま
た
、

市
の
直
営
で
あ
れ
ば
受
け
入

れ
て
い
た
重
度
の
障
が
い
者

の
方
は
今
後
も
大
丈
夫
か
。

A	

現
在
、
施
設
を
利
用
し

て
い
る
方
は
基
本
的
に
何
も

変
わ
ら
な
い
。
重
度
の
障
が

い
者
の
方
の
相
談
事
業
等
、

移
管
後
も
継
続
し
て
い
く
。

Q	

市
の
財
政
的
メ
リ
ッ
ト
は
。

A	

指
定
管
理
料
の
支
出
が

な
く
な
り
、
今
後
、
修
繕
等

も
移
管
先
が
行
う
の
で
、
将

来
、
維
持
管
理
料
の
負
担
が

減
る
。

た
廃
園
時
期
及
び
開
園
の
時

間
帯
の
変
更
案
が
、
子
ど
も

子
育
て
会
議
で
提
案
さ
れ
、

佐
屋
北
保
育
園
の
廃
園
時
期

を
平
成
33
年
度
か
ら
35
年
度

に
延
ば
し
、
保
育
園
の
開
園

時
間
も
前
後
30
分
延
ば
す
内

容
変
更
に
な
っ
た
。

Q	

保
育
士
確
保
の
現
状
は
。

Ａ	

公
立
私
立
保
育
園
と
も

求
人
を
出
し
て
も
応
募
が
少

な
い
と
い
う
状
況
で
配
置
基

準
の
保
育
士
確
保
に
苦
慮
を

し
て
い
る
。

Q	

佐
屋
北
保
育
園
が
廃
園

に
な
る
こ
と
で
削
減
で
き
る

経
費
は
、
施
設
の
改
善
や
保

育
士
の
処
遇
改
善
に
充
て
る

こ
と
に
な
る
の
か
。

A	

人
件
費
、
施
設
維
持
管

理
費
が
削
減
で
き
る
が
用
途

の
特
定
は
困
難
で
あ
る
。

Q	

天
王
幼
稚
園
に
こ
ど
も

園
を
設
置
し
て
も
ら
い
、
日

比
野
駅
周
辺
保
育
の
確
保
は

考
え
ら
れ
な
い
か
。

A	

要
望
は
し
て
い
る
が
、

な
か
な
か
難
し
い
。

▲民間に移管される「愛西の里」


